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１．事業の趣旨・目的 

平成２７年に空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）が施行さ

れてから約７年が経過し、これまで約８割の市区町村で空家等対策計画が策定されるとと

もに、５割を超える市区町村で法定協議会が設置され、著しく保安上危険又は衛生上有害

等である特定空家等の除却等の取組も進展してきました。しかしながら、今後の人口・世

帯数の減少や高齢化に伴う相続の増加等により、さらなる空き家の増加が見込まれること

から、対策の強化が求められています。 
このため、国土交通省においては、令和４年に社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下

に空き家対策小委員会を設置し、今後の空き家対策のあり方についての議論がされ、令和

５年２月７日に「今後の空き家対策のあり方について」がとりまとめられたところです。 

このとりまとめにおいては、施策の基本的方向性として、「活用困難な空き家の除却等の

取組を加速化・円滑化」、「空き家をなるべく早い段階で活用する」との考え方を基本とし、

所有者や活用希望者の判断を迅速化する取組を推進」、「特定空家等の状態となる前の段階

から有効活用や適切な管理を促進し、地域経済やコミュニティの活性化に繋げる」ことと

し、法制度、予算、税制等の様々な政策ツールを活用し、官民が連携して総合的に取組を推

進するとともに、自治体や NPO 等の先行・優良事例を横展開することとされました。 
本とりまとめを踏まえ、政府では、法制度上の充実を図る観点から、令和５年３月３日

に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定したとこ

ろです。 

これらの空き家対策の強化に向けては、空き家に関する相談体制の充実や空き家の発生

抑制に資する官民連携体制の構築、空き家の活用に資する新たなビジネスモデルの構築、

新型コロナへの対応を契機に顕在化したニーズへの空き家の活用等を進めていく必要があ

ります。 
本事業は、このような観点から、NPO や民間事業者、地方公共団体等の創意工夫による

空き家対策に関する取組の提案を広く公募し、モデル性の高いものとして採択された取組

に対して支援を行うことにより、先行・優良事例の蓄積と全国への横展開を図ることを目

的とします。 
 

 
本事業の事務局について 

本事業では、手続を円滑に執行するため、本事業の補助金交付に係る事務事業及び本事

業への提案の審査等に係る評価事業を行う者（以下「事務事業・評価事業者」という。）を

指定します。 

令和５年度は、株式会社価値総合研究所が事務事業・評価事業者として指定されている

ことから、以下の手続及びこれに関する通知・質問等の問い合わせ窓口は本事業の事務局

である「株式会社価値総合研究所」となります。 
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２．募集内容 

（1）概要 

 地方公共団体、NPO、民間事業者、地方住宅供給公社等の創意工夫による空き家対策に

関する取組を対象とします。 

 提案部門は、以下の２部門で構成され、それぞれの部門ごとにモデル性の高い空き家対

策の取組みを募集します。 

① ソフト提案部門 

・ 調査検討、普及啓発、体制整備、事業スキーム構築など空き家対策に関するソフト

的な取組を評価します（ハード整備に関してはモデル性の評価を行いません）。 

・ 本部門では、３つのテーマに応じて取組を募集します。 

・ モデル性があると評価されたソフト的な取組のほか、当該取組に基づくハード整備

（改修、除却等）が支援対象となります。 

② ハード提案部門 

・ 空き家の改修工事や除却工事などに関する技術や工法、施工プロセス等を評価しま

す。 

・ モデル性があると評価されたハード事業（改修、除却等）が支援対象となります。 

 提案部門の構成は以下の通りです。 

【提案部門の構成】 

提案部門等 評価の対象となる取組 対象事業者 補助対象費用 補助率 

①ソフト提案部門 

・ソフト型 
・ソフト・ハード 
 一体型 

調査検討、普及啓発、体

制整備、事業スキーム構

築など空き家対策に関す

るソフト的な取組 

（ハード整備に関してはモ

デル性の評価を行いませ

ん） 

市区町村（テーマ

１のみ）、ＮＰＯ、

民間事業者、地

方住宅供給公社

等 

［ソフト］ 

調査検討、計画

策定、普及・広

報等に要する費

用 

［ハード］ 

改修工事、除却

工事費、除却後

の土地整備費

（設計費等含む） 

 

定額 

 

 

 

 

改修：１／３ 

除却：２／５ 

土地整備：１／３ 

②ハード提案部門 空き家の改修工事や除却

工事等のハード整備に関

する技術や工法、施工プロ

セス等 

ＮＰＯ、民間事業

者、地方住宅供

給公社等 

改修工事・除却

工事費、除却後

の土地整備費

（設計費等含む） 

改修：１／３ 

除却：２／５ 

土地整備：１／３ 
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（2）提案部門の詳細 

① ソフト提案部門  

ア）事業主体 

 本部門の事業主体は、地方公共団体（ソフト型 テーマ１のみ※）、NPO、民間事

業者、地方住宅供給公社等です。 

※ 提案の区分（型）については募集要領 2.(2)①エ)、テーマについては募集要領 2.(2)①

ウ)をご参照ください。 

 

イ）対象となる取組 

 本部門の対象となる取組は、募集要領 2.(2)①ウ）（本頁下部参照）に該当する

調査検討、普及啓発、体制整備、事業スキーム構築など空き家対策に関するソフ

ト的な取組です。 

 ソフト的な取組は、内容のモデル性を評価します（ハード整備に関してはモデル

性の評価を行いません）。 

 取組は、以下の i)又は ii)のいずれかの要件を満たすことが必要です。 

i)市区町村が策定した空家等対策計画に沿って行われる取組であること※1※2 

※1 空家等対策計画に沿った取組であることは、提案時及び事業完了実績報告時に確認します。確認の結

果、当該計画に沿っていないと判断される取組については補助金交付を行いません。 

※2 複数の市区町村で取り組む場合、該当する全ての空家等対策計画に沿って行われる取組である必要

があります。 

ii)空き家の改修工事、除却工事等につながる取組であること 

 ソフト的な取組と併せて行う空き家の改修工事、除却工事等のハード的な取組

を提案に含めることも可能です。ハード的な取組のみの提案は当該部門の対象

となりません（募集要領 2.(2)①エ)を参照）。 

 

ウ）募集テーマ 

 次に掲げる３つのテーマのいずれかに該当する取組が支援の対象となります。

なお、一件の提案（応募）で複数テーマに応募することはできません。 

【募集テーマ】 

テーマ１ 空き家に関する相談対応の充実や空き家の発生抑制に資する官民連携体制の構

築等 

テーマ２ 空き家等に関連するスタートアップなど新たなビジネスモデルの構築等 

テーマ３ 新たなライフスタイルや居住ニーズに対応した空き家の活用等 

 

 各テーマの詳細は別紙１をご参照ください。 
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エ）提案の区分 

 本部門については、取組の内容に応じて以下の２つの区分のいずれかで提案し

ていただきます。 

【提案区分】 

区分 提案内容 

補助対象経費 

[ソフト] 

調査検討、 

普及啓発等費用 

[ハード] 

改修費、 

除却費等 

ソフト型 ◯ソフトの取組のみを実施する。 

＜取組例＞ 

・ 空き家の活用・除却等に係る調査検討（現地調査、ワーク

ショップ、事業企画等） 

・ 官民連携による相談体制の整備や普及啓発活動 

・ 空き家対策に関連するビジネスモデルの構築 等 

◯ × 

ソフト・ 
ハード 
一体型 

◯ソフトの取組とハード整備を一体的に実施する。 

＜取組例＞ 

・ ビジネスモデル、事業スキームやシステムの構築と併せて

実施する空き家の改修・除却等を実施 

・ 空き家の活用（改修、除却、除却後の跡地整備）実践型

のワークショップ 

・ 官民連携による協議体（検討体制に市区町村が含まれて

いることが必要）において、地域の課題となっている空き家

の活用方法（改修、除却、除却後の跡地活用）の検討及び

検討結果に基づく改修等の実施 等 

◯ ◯ 

 

オ）補助対象・補助率等 

  以下の取組に要する費用が補助対象となります。 

・［ソフト］調査検討、計画策定、普及・広報等に要する費用：定額 

・[ハード］空き家の改修工事に要する費用（設計費等含む）：１／３※１ 

・[ハード］空き家の除却工事に要する費用（設計費等含む）：２／５※２ 

・[ハード］除却後の土地整備に要する費用：１／３ 

※１ 木造の場合 176,000 円／㎡、非木造建築物の場合 254,000 円／㎡を限度とします。 

※２ 「令和５年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について（令和５年３月 31 日付国住整第 473

号、国住整第 50 号、国住市第 115号国土交通事務次官通知）」第９（２）に定める除却工事費（木造建築

物の場合 31,000 円／㎡、非木造建築物の場合 44,000 円／㎡）を限度とします。なお、通常想定される除

却費と比較して高額となる以下に該当する場合については、かかりまし費用を補助対象に追加できます。 

・崖地や狭小敷地、無接道敷地等に立地し、通常と異なる工法により除却する場合 

・離島等に立地し、廃材等の処分場が近くにない場合 

・１㎡あたりの除却単価の算出が困難な空き家に附属する煙突や門塀等の除却、吹き付けアスベスト等を

除却する場合 

・その他国土交通大臣がやむを得ないと認める場合 

 

 補助対象となる経費の詳細は別紙２をご参照ください。 
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② ハード提案部門 

ア）事業主体 

 本部門の事業主体は、NPO、民間事業者、地方住宅供給公社等です。 

 

イ）対象となる取組 

 本部門の対象となる取組は、空き家の改修工事や除却工事等のハード整備です。 

 ハード整備に関する技術や工法、施工プロセス等において、先進性や創意工夫な

どのモデル性を評価します。 

（取組例） 

・耐震性能及び省エネ向上と意匠性を両立する改修工事 

・建物や敷地条件等に応じて騒音、振動の抑制、工期の短縮、コストの抑制に大きく寄

与する技術や工法、施工プロセスによる改修・除却工事 

・デジタル技術を活用した効率的な改修・除却工事 

・建物や敷地条件等に応じた効率的なアスベスト対策を施した除却工事 等 

 

ウ）補助対象・補助率等 

 以下の取組に要する費用が補助対象となります。 

・［ハード］空き家の改修工事に要する費用（設計費等含む）：１／３※３ 

・［ハード］空き家の除却工事に要する費用（設計費等含む）：２／５※４ 

・［ハード］除却後の土地整備に要する費用：１／３ 

※３ 木造の場合 176,000 円／㎡、非木造建築物の場合 254,000 円／㎡を限度とします。 

※４ 「令和５年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について（令和５年３月 31 日付国住整第 473

号、国住整第 50 号、国住市第 115号国土交通事務次官通知）」第９（２）に定める除却工事費（木造建築

物の場合 31,000 円／㎡、非木造建築物の場合 44,000 円／㎡）を限度とします。なお、通常想定される除

却費と比較して高額となる以下に該当する場合については、かかりまし費用を補助対象に追加できます。 

・崖地や狭小敷地、無接道敷地等に立地し、通常と異なる工法により除却する場合 

・離島等に立地し、廃材等の処分場が近くにない場合 

・１㎡あたりの除却単価の算出が困難な空き家に附属する煙突や門塀等の除却、吹き付けアスベスト等を

除却する場合 

・その他国土交通大臣がやむを得ないと認める場合 

 

 補助対象となる経費の詳細は別紙２をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 -

 

（3）提案・採択及び補助実施年度の考え方について 

 提案は、単年度単位で採択します。したがって、提案する取組が複数年度にまたが

る場合については、毎年度応募し、採択される必要があります。 

 ただし、改修費、除却費、除却後の土地整備費に対する補助（以下「改修費等補助」

という。）については、以下の①から③までに定める取り扱いによります。 

① ソフト提案部門のソフト・ハード一体型の改修費等補助 

・ 応募にあたり、ソフト・ハードを含めた取組の全体像を示していただきます。 

・ 全体像の提示にあたり、原則として、ハード整備については空き家の活用方法

（改修、除却（除却後の敷地整備を含む））まで提案していただきます。 

・ 取組の期間が複数年度にまたがる場合は、応募年度だけでなく翌年度以降の取

組を含めた全体像（提案できる事業期間は２年間まで）を示していただき、全体

の取組みを評価の上、複数年度の取組として採択します。この場合、改修等費補

助は提案の採択年度及び翌年度の２年間のみ対象とします。 

・ なお、「個別の空き家の活用方法等について、まちづくりの観点から地域で検

討しなければならないと認められる場合（検討体制に市区町村が含まれているこ

とが必要）」に限り、提案時点でハードの整備方針が決まっていない状態でも提

案が可能です（地域課題解決特例）。 

・ 地域課題解決特例による提案について、取組の期間が複数年度にまたがる場合

は、応募年度だけでなく後年度の取組を含めた全体像（提案できる事業期間は３

年間まで）を示していただきます。全体の取組みを評価の上、複数年度の取組と

して採択します。この場合、改修等費補助は提案の採択年度及び翌年度の３年間

のみ対象とします。 

・ 採択された提案について、採択年度に実施したソフト的な取組の成果に基づき、

翌年度以降に、ソフト的取組若しくは空き家の改修、除却又は除却後の敷地整備

（以下「改修等」という。）を実施する場合には、取組の提案・採択の手続きを

不要とします。この場合、翌年度以降の補助金交付手続きに従い、補助金交付に

関する手続きを行います。 

・ ソフトの取組に基づき、改修等を実施する棟数を複数とすることも可能です。 

② 改修工事、除却工事等が複数年にわたる場合の補助 

・ 一棟の空き家に関する改修等の期間が複数年度にまたがり、改修費等補助が複

数年必要な場合の手続きについては、募集要領 3.(3)⑤をご参照ください。 

③ その他 

・ 上記①～②に該当する場合で、ソフト的な取組の実績報告等を確認した上で、

当該年度の事業の進捗・成果等が提案や採択の条件に沿っていないと認められる

場合には、その翌年度以降の改修費等補助について減額又は不交付とする場合が

あります。 
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【提案事業の採択の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）その他 

 本モデル事業は、相談体制の構築や新たな事業実施等のモデル的な取組等を開始し

やすくするために支援を行うものであって、事業活動の継続支援を行うものではありま

せん。このため、本モデル事業による支援によって得た成果を生かして、今後の活動に

向けた資金調達や活動の収益化につなげるなど、補助完了後には自立かつ継続して事業

を展開していただくことを見据えた取組でない場合、応募の対象とはなりません。 

 空き家対策の推進の観点から公益性のない取組やモデル的とは言えない取組は対象

となりません。例えば、補助金を受けることにより、直接事業者の利益とし、損失を補

填すること、単に従来から実施している事業の経費に充てること等を目的とする取組は

本事業の対象となりません。 

 本モデル事業における代表者及び事業実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者を設

置し、会計帳簿、監査体制を備えるなど、事業実施に係る責任体制を整備してください。 

 事業の実施にあたっては関連法令、関連条例を遵守してください。補助により実施し

た事業が関連法令等に違反していることが確定した場合には、補助金交付決定の取り消

しや補助金返還を求めることがあります。 

  

提案可能な事業期間と事業の内訳
評価・採択の考え方

R5（採択年度） R6 R7

①

ソ
フ
ト
提
案
部
門

・ソフト型

○ソフト事業を評価
○提案可能な事業期間及

び採択による補助期間
は最大１年

・ソフト・ハード

一体型

○ソフト事業を評価
○提案可能な事業期間及

び採択による補助期間

は最大２年間

地域課題
解決特例

○ソフト事業を評価
○提案可能な事業期間及

び採択による補助期間

は最大３年間（提案時
点では空き家の活用方
法が決まっていない

ハード事業も補助対象）

② ハード提案部門

○ハード事業を評価
○提案可能な事業期間及

び採択による補助期間

は最大３年間

：提案時点で取組内容が決まっている事業

：提案時点では空き家の活用方法（活用・除却等）が決まっていないハード事業
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別紙１ 

募集テーマの詳細 

テーマ１ 空き家に関する相談対応の充実や空き家の発生抑制に資する官民連携体制の構

築等 

相談窓口等の空き家対策の執行体制の整備が必要な地域において、地方公共団体と、

NPO、法務、不動産、建築、金融、福祉等の専門家など空き家対策に係る多様な主体が

連携して、空き家に関する相談対応・相談員の派遣や、空き家発生抑制に資する普及啓

発、空き家活用の提案・実践を行う体制（プラットフォーム）の構築等に係る取組を対

象とします。 

【提案が期待される取組】 

 連携及び取組内容について、以下のようなものが期待されます。なお、ここに記述したものに

限定するものではありません。 

＜連携する組織の例＞ 

・ 地方公共団体と地域の NPO 等や法務（弁護士、司法書士、行政書士）、不動産（宅地建物

取引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士）、建築（解体含む）、まちづくり、金融、福祉、衛

生、観光、商業、郵便、引越、宅配、防犯、インフラ等の専門家 

・ 地方公共団体と自治会・町内会 

・ 地方公共団体と地方住宅供給公社や民間事業者 

・ 地方公共団体の空き家部局と関連部局（土地政策部局、まちづくり部局、税務部局、法務

部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、福祉部局、土地部局、都市

部局、観光部局、農水部局、商工部局、市民部局、財政部局、教育委員会等） 

・ 都道府県と市区町村、全国の地方公共団体 

・ 異なる分野の複数の NPO 等や専門家団体 

等 

＜取組内容の例＞ 

・ 空き家の管理や活用、対処方針に関する相談業務（オンライン含む）、相談員派遣 

・ 空き家の管理負担・リスクや高齢者の住まいの終活に関する情報発信、相続人に対する活

用促進など空き家の発生抑制に向けた普及啓発活動 

・ 学校と連携した空き家対策を含めた住教育 

・ 空き家の所有者と活用希望者とのマッチング 

・ 空き家の需要の掘り起こしのための普及啓発・協議会等の設置 

・ 空き家所有者情報等の部局間・主体間での連携・共有を円滑化する ICT ツールの検討 

・ 空き家の管理・活用等の支援・コーディネートに取り組む人材の育成 

・ 地方公共団体間の空き家対策のノウハウや事例の共有 

等 

（参考）具体的に想定される取組例 

〇 地方公共団体と地域の NPO、法務、不動産、建築、金融、福祉等の専門家団体等が連携

して、空き家に関する総合的な相談業務を担う体制の構築や空家等管理活用支援法人の
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指定申請を目指した法人化の検討等 

〇 空き家施策を担当する部署と福祉施策を担う部署及び福祉関係者との連携による、所有

者情報の連携や「住まいの終活」など相続に関する意識啓発を通じた空き家発生抑制に資す

る取組 

〇 空き家施策を担当する部署と土地政策を担う部署との連携による、土地再編や面的な有

効活用等の空き家・空き地の一体的活用に関する普及啓発等の取組 

〇 官民連携による、「住まいの終活」等の相続対応、空き家利活用方策に関する相談まで、

所有者の相談に総合的に対応ができ、専門的な知識・ノウハウを持った人材・連携体制による

相談業務（オンライン含む）や専門家派遣、普及啓発・提案等を行う取組 

〇 空き家所有者と活用希望者とのマッチングを促すための官民連携によるネットワーク構築や

web 上でのプラットフォーム構築等の取組 

〇 NPO や専門家との連携による、自治体職員に空き家の管理、活用等の支援・コーディネート

等のノウハウを持つ人材を育成するための研修や、専門人材の発掘等の取組 

等 

テーマ２ 空き家等に関連するスタートアップなど新たなビジネスモデルの構築等 

異業種間の連携やデジタル技術の活用による空き家の調査・活用・除却の推進に資す

る新たなビジネス等のスタートアップに係る民間事業者等による取組を支援の対象とし

ます。 

【提案が期待される取組】 

 取組内容について、以下のようなものが期待されます。なお、ここに記述したものに限定するも

のではありません。 

＜取組内容の例＞ 

・ 地方公共団体による空き家対策を効率化・合理化するツールやサービスの開発・提供等 

・ 空き家所有者による活用・除却等の判断を迅速化し行動を促すツールやサービスの開発・

提供等 

・ 空き家の管理や処分、活用に係る所有者の負担（手間、コスト）を軽減・適正化するツール

やサービスの開発・提供等 

・ 空き家活用希望者が、条件にあった空き家を容易に検索できるようにして、活用の判断を迅

速化するツールやサービスの開発・提供等 

・ 空き家や空き家除却後の敷地の活用のための資金調達を円滑化するツールやサービスの

開発・提供等 

・ 遠隔地に居住する所有者が空き家の状況を確認できるようにするなど管理を円滑化するツ

ールやサービスの開発・提供等 

・ 地域の空き家の除却や活用に関する取組を一貫して行うサービスの開発・提供等 

等 

（参考）具体的に想定される取組例 

○ 簡単に空き家調査やデータベース化が可能、かつ、空き家の位置を地図にプロットし様々

な情報を表示できるアプリの開発等を行う取組 

○ 空き家の売却価格・賃料や改修費に係る費用等の情報提供の充実に資するアプリ等の開
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発を行う取組 

○ クラウドファンディング、ふるさと納税や補助金等の既存の資金調達手法を活用して必要な

資金を拠出した上で空き家の利活用や除却を行う取組 

○ 地域特性や立地等に適した空き家の利活用を企画・提案し、事業主の資金調達から事業

運営まで一貫したサポートを行うビジネスモデルを構築する取組 

○ 空き家の残置物や解体時に発生する価値のある古材の売却等により所有者の負担の抑

制を図る事業スキームを構築する取組 

○ ICT 技術を活用して遠隔地や海外に住む空き家所有者がリアルタイムで空き家の状況を確

認できるシステムの開発等を行う取組 

○ 雪下ろしや台風対策など地域特有の課題を解消するサービスも含めた空き家管理サービ

スの構築 

等 

テーマ３ 新たなライフスタイルや居住ニーズに対応した空き家の活用等 

空き家を活用した子育て世帯への住まいの提供や移住、定住、二地域居住等の新たな

ライフスタイル・居住ニーズへの対応など、ポストコロナ時代を見据えて顕在化した新

たなニーズに対応した空き家の多様な活用や流通を促進する、NPO や民間事業者等による

取組を支援の対象とします。 

【提案が期待される取組】 

 取組内容について、以下のようなものが期待されます。なお、ここに記述したものに限定するも

のではありません。 

＜取組内容の例＞ 

・ 子育て世帯の住まいや子供支援施設等として空き家を活用する取組 

・ 移住、定住、二地域居住、多地域居住等を実現するために空き家を活用する取組 

・ 新たなニーズ対応した空き家活用を希望する者をサポートする取組 

・ 一定のエリアに存在する複数の空き家を連携させて活用する取組 

・ 空き家と空き地を一体的・総合的に活用する取組 

・ オンラインにより空き家の所有者と活用希望者をマッチングする取組 

・ 空き家の活用ニーズを集約・公開する取組 

（参考）具体的に想定される取組例 

○ 空き家を改修・サブリースし、子育て世帯向けの住宅や子育て支援施設等として活用する

取組 

〇 多様な働き方に対応するために、空き家をテレワークスペースやコワーキングスペース、サ

テライトオフィス等にリフォームして活用する取組 

○ 空き家を移住希望者等に提供するとともに、移住希望者等への生活・起業支援や、移住

希望者等と地域住民の交流促進等のコミュニティマネジメントを行う取組 

○ 自治会等による所有者等への働きかけを通じた空き家の流通促進や空き家を活用して移

住を希望する者と地域とのコミュニティ醸成に係る取組 

○ 一定のエリア（空家等活用促進区域など）に点在する複数の空き家を、地域活性化に資す

る用途等に活用することで、持続可能なエリアマネジメントに繋げる取組 
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○ 空き家の除却と合わせた敷地整序や、（土地等のコーディネート機能を担う）ランドバンクを

通じた空き家・空き地の一体的な活用・売却、空き家の跡地や空き地を雪捨て場や防災空

地等として管理する等、空き家と空き地を一体とした総合的な整備につなげる取組 

○ 空き家・空き地バンクへの物件登録手続きのオンライン化、ICT を活用したサービスの提

供・サポート体制の整備等のデジタル技術を活用した効果的な普及啓発等の取組 

○ 空き家活用希望者による利用ニーズを集約・公開するとともに、空き家所有者との着実な

マッチングにつなげる取組 

 ※ いずれのテーマにおいても、これまでに国土交通省実施の補助事業の支援を受けて空き家に関する事業を行った実

績がある場合は、当該実績からより発展した取組が含まれていることが必要です。 
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別紙２ 

補助金の額及び対象経費等 

１．補助金の額 

本モデル事業に係る補助金の額は、募集要領 2.(2)①オ）または同②ウ）に掲げるそれ

ぞれの補助率を乗じた額の合計以内の額とします。また、予算枠や応募状況等を踏まえて

調整の上、決定させていただくことがあります。 

 

２．計上できる経費 

対象経費として計上できる経費項目は以下のとおりです。 

各経費の詳細は、「住宅局所管事業の附帯事務費等の使途基準について」（平成７年 11
月 20 日付建設省住総発第 172 号住宅局長通達）の定めによります。 

 

（1）調査検討、計画作成、普及・広報等 

① 給料及び職員手当等※ 

専ら本事業の執行のために直接必要となる補助事業者の構成員（個人）又は構成員に

所属する者（構成企業等に属する個人）の給料（実施担当者・事務局員の人件費）。 

※ 地方公共団体の場合は対象外。 

② 賃金 

専ら本事業の執行に直接必要な補助員等の賃金（アルバイト等の人件費）。ただし、

庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。 

③ 報酬 

事業の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金、補助事業者の構成員（個人）

又は構成員に所属する者（構成企業等に属する個人）が行う専ら本事業の執行のため

に直接必要となる活動に対する対価（ただし、委託契約及び雇用契約によらないもの）。 

④ 旅費 

会議出席等、事業実施のために必要な交通費、宿泊費（補助事業に関わる補助員等に

対するものを含む）。対象地域内の空き家等の現地確認や現況調査等に要する交通費

等。ただし、対象地域外の空き家等の現況調査等に要する交通費等を除く。 

⑤ 需用費 

事業の実施のために直接必要な消耗品費（文房具、消耗器材等、図書購入費等）、自

動車等の燃料費、印刷製本費（設計書、図書、報告書、帳簿等のコピー代、印刷費等）、

事業を実施する目的で使用する事務所等の光熱水費（電気・水道・ガス等の使用料及び

同計器使用料等）。 

※ 上記のうち、文房具、図書等で事業期間後も残存するものは 2万円未満のものに限ります。 

⑥ 役務費 

事業の実施のために直接必要な通信運搬費（郵便、電信電話料及び運搬料等）、広告

料（新聞、雑誌その他への広告掲載等）、手数料（物品保管料、登記手数料、物品取扱

手数料等）。 
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⑦ 委託料 

事業の実施のために直接必要な調査・計画作成等の委託料（委託契約を締結しない発

注書による委託処理の場合も含む）。ただし、補助事業の主たる部分を除く。 

⑧ 使用料及び賃借料 

事業の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及

び賃借料。ただし事務所の敷金・礼金、借り上げた物品等の設置料等、初期費用は除く。 

   

（2）空き家の改修工事 

空き家の改修工事に要する費用※１、２及び当該工事に必要となる測量試験・設計に要する

費用 

 

（3）空き家の除却工事 

空き家の除却工事に要する費用※１及び当該工事に必要となる測量試験・設計に要する費

用 

 

（4）除却後の土地整備 

空き家を除却した土地を公益性の高い用途として整備する際の舗装等や当該土地の活用

に附帯する工事に要する費用※１※２ 

※１ 消費税及び地方消費税は、補助対象外です。 

※２ 事業の目的に鑑みて著しく高価な装飾、材料又は設備等を使用した部分の改修工事費は補助対象外です。

また、事業の完了後に補助金により当該施設に著しく高価な装飾等を設置していることが判明した場合、補

助金返還の可能性があります。 

   

（5）計上できない経費 

本補助事業では、次のような経費は計上することはできませんので、ご注意ください。 

① 事業の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費（雇用

関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナス等の各種手当） 

ただし、労働者派遣事業者との契約により技術者等を受け入れるために必要な経費

については計上できます。 

② 耐用年数が１年を越えるような備品等の購入費 

    耐用年数が１年を越えるような備品等についてはリース等により対応してください。 

③ 懇親会等の事業の執行上特に必要のない飲料費、食費等 

④ 国内外を問わず、シンポジウム、セミナー等応募者の活動によらない単なる会合等へ

の出席のための交通費、宿泊費、参加費 

⑤ 事業中に発生した事故・災害の処理のための経費 

⑥ 土地購入、不動産購入、水道分担金、竣工式等式典の費用 

⑦ 空き家の改修工事を行う建築物と一体でない家具、調度品、絨毯、カーテン等の制作・

購入又は借用のための費用 

⑧ その他、当該事業の実施に関連性のない経費 
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３．事業実施の流れ 

  事業実施の流れは、下表をご参照ください（時期については変更の可能性あり）。 

  採択された提案に基づく取組の実施期間は、『補助金交付決定通知の交付日（令和

５年９月目途）から令和６年２月２９日（木）まで』を予定しています。 

  時期 応募団体（事業主体） ㈱価値総合研究所（事務事業・評価事業者） 

６月 22 日 

 

 

７月 26 日 

（必着） 

 

 

 

 

 

８月下旬 

 

 

 

 

 

９月目途 

 

 

 

 

 

１１月中旬 

 

 

1 月下旬 

 

2 月下旬 

 

 

２月末～ 

３月上旬 

 

3 月下旬 

 

次年度以降 

  

 

※ 国土交通省より発出 

取得財産等の適正管理 

公募開始 

応募書類の作成 

応募書類の提出 応募書類の受付 

応募書類の審査 
〔評価委員会〕 

（応募者・事業内容の基本要件の

適合等の審査） 

完了実績報告書および 

事業報告書等の提出 

補助金交付決定通知 
の受取り 

採択通知の受取り 

額の確定・補助金精算払 

完了実績の審査 

補助金交付決定・通知 

補助金交付申請書の受付 
（補助対象経費等申請書の審査） 

事業の採択・通知 

補助金の受領 

事業着手 

事業に関するアンケート、 
ヒアリング等 

中間ヒアリングの実施 中間報告 

成果発表 

補助金交付申請書の提出 

経費執行実績報告 
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（1）応募手続 

① 応募書類 

  以下に該当するものを全て提出してください。なお、提出の際には提出物一式が揃って

いることを確認してください。提出物や内容に漏れがある場合は、審査対象外となります。 

ア）応募様式（様式１～様式７） 

応募をしようとする者は、公募期間中に応募様式に従って、作成・提出してください。

データ形式を PDF 等に変換せず、Excel（様式１～６）、Power point（様式７）のまま

としてください。 

なお、ひとつの団体がソフト提案部門とハード提案部門に応募すること、また、ソフ

ト提案部門のうちテーマ１～３の全てに応募することも可能です。その場合、テーマ１

～３のそれぞれについて応募様式を作成し、提出してください。 

イ）団体の定款や規約等、団体の目的、活動・事業の種類、会計に関する事項が記載され

ているもの※１（様式任意） 

ウ）今年度の事業計画書及び収支予算書、またはそれらの案※１（様式任意） 

エ）会員等名簿など事業に取組む構成員がわかる書類※１（様式任意） 

オ）建物及び土地の登記簿謄本の写し、対象物件及び改修計画がわかる平面図・立面図・

配置図等（改修工事等を実施する場合。現時点で準備可能なものに限る） 

カ）確認済証、検査済証、建築確認台帳記載事項証明書等の写しのいずれか（改修工事を

実施する場合。現時点で準備可能なものに限る） 

キ）工事費内訳書※２（改修工事、除却工事等を行う場合） 

ク）事業を行う市区町村が策定している空家等対策計画の写し※３（該当部分のみ） 

 ※１ ソフト提案部門のテーマ１に応募する地方公共団体を除く 

※２ 施工者が作成した明細が記載されている見積書。項目の一式表示は行わず、具体的な工事内容が判別できるよ

うに記載すること。 

※３ 募集要領 2.(2)①イ)「市区町村が策定した空家等対策計画に沿って行われる取組であること」に該当する場合 

 

② 応募書類の提出先及び提出期限 

ア）提出先及び問合せ先 

・提出先及び問い合わせ先は次のとおりです。なお、送信の際のメールタイトルは 

「【応募書類提出】空き家対策モデル事業」としてください。 

・一次募集と同じ内容の提案の応募はできません。なお、一次募集の採択の結果は 7 月

14 日頃に公表・通知予定です。審査状況や結果に関するお問合せには一切お答えで

きません。 

 

 

 

 

 

〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－２  

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 15 階 

株式会社価値総合研究所 「空き家対策モデル事業」担当 

   メール：akiya_innovation@vmi.co.jp 担当：宮野、北川 

受付：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 10：00～18：00 

※問合せは原則メールでご連絡下さい。 
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イ）提出期限 

令和５年７月２６日（水）正午必着 

ウ）提出方法 

・原則、メールで提出してください（添付ファイルのデータ容量は合計 10MB が上限で

す）。事務局より受領した旨、１両日中に回答いたします。なお、データ容量が大き

く、大容量データ送付サービス等を使用される場合は、当該サービスによる送付とは

別に、メールにてデータ送付した旨をご連絡ください。 

・添付ファイルのファイル名は、既存のファイル名の冒頭に「【団体名】」を追加した

ものとしてください。 

・メール又は大容量データ送付サービス等による提出が難しい場合、郵送（当日消印有

効）でご提出ください。上記（１）の①応募書類を１部郵送する他、CD-R 等に電子デ

ータを保存し、同封してください。この場合、応募者に対して受け取った旨の連絡は

しませんので、申込者自身で確認できる方法（配達記録郵便等）で提出してください。

郵送時は、必ず宛先を「空き家対策モデル事業担当」とし、赤字で「応募書類在中」

と記載してください。 

・持込の提出は不可とします。 

 

③ 応募書類作成の留意事項 

ア）原則１様式１枚以内とすること（ただし、「様式３」を除く）。 

イ）応募書類はすべてＡ４版、文字サイズは 10ポイント以上とすること。 

ウ）応募書類に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によ

ること。 

エ）活字体（手書きは不可）で作成すること。 

オ）規定の枚数内になるようにしておくこと。また、データの形式は変更しないこと。 

カ）上記ア～オの事項が守られていない応募書類については、審査対象外となります。 

キ）ソフト提案部門のテーマ１については、地方公共団体や専門家等と連携して実施す

ることを要件としています。連携する地方公共団体、専門家等を応募様式に記載してく

ださい。なお、地方公共団体と連携する場合は、応募書類の提出時に、当該地方公共団

体の担当者も送付先に加えて（CCに加える等）提出してください。当該担当者には本応

募書類の内容を理解し、提出することを承諾しているか、事務局から確認する場合があ

ります。なお、承諾していない事実が発覚した場合、交付決定の取り消しや補助金の返

還の可能性があります。 

 

④ その他の留意事項 

ア）同一の内容で国又は地方公共団体から他の補助金等を受けている事業の応募は認め

ません。 

イ）同一の応募者が同一の提案内容を重複して応募することはできません。 

ウ）暴力団（地方公共団体が定める暴力団排除条例に規定する暴力団）、暴力団員等（同

条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者）、及び法人その他の団体の代表者又は使

用人その他の従業員若しくは構成要員に暴力団員等に該当する者があるものは、補助
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金の交付対象とはならず、応募することはできません。 

エ）応募書類の作成及び提出に要する費用は、応募者側の負担とします。 

オ）応募書類に虚偽の記載をした場合には、提出された応募書類を全て無効とします。 

カ）応募書類について、この募集要領及び応募様式に示された条件に適合しない場合は

無効とすることがあります。 

キ）提出された応募書類は原則返却しません。 

ク）採択した応募書類の内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）において、行政機関が取得した文書につ

いて、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位

等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合があります。 

ケ）応募書類の提出後において、原則として応募書類に記載されたいかなる内容の変更

も認めません。 

コ）この募集要領および応募様式に示された事項を遵守しない場合は、採択の取消しや

補助金の返還を求めることがあります。 

サ）手続きの詳細については、今後変更する場合があります。 
シ）個別の取組に対して、補助対象となる取組かどうかといったお問い合わせにはお答

えしかねます。 

 

（2）評価及び採択について 

① 評価及び採択の方法 

提出された応募書類に対しては、原則として、評価事業者が設けた学識経験者等で構成

する評価委員会の評価を踏まえて、本モデル事業に係る令和５年度予算の範囲内で国土

交通省が事業の採択を決定します。評価にあたっては、書類審査及び必要に応じてヒア

リング審査を行います。 

なお、審査の経過や方法等に関する問い合わせには応じませんので、あらかじめご了

承ください。 
 

② 評価基準 

 部門に応じて、以下の視点により総合的に評価します。 

ソフト提案部門 

ア）モデル事業の趣旨・目的への適合性 

    「本モデル事業の趣旨・目的を十分に理解しており、個別の事業者の営利に直結す

るものではなく取組内容に公益性が認められるものか」の観点から評価します。 

イ）提案事業の実現可能性 

「提案事業に係る事業計画、役割分担、スケジュール、資金計画が具体的かつ現実的

なものであるか」の観点から評価します。 

ウ）提案事業の効率性 

「提案事業の実施による費用対効果が最大限発揮されるか」の観点から評価します。 
 



 - 19 -

エ）提案事業の持続可能性・発展性 

「補助期間終了後に提案事業が自立的に継続・発展するか」の観点から評価します。 
 

オ）提案事業の波及性 

「提案事業のノウハウ・成果を公表・展開することで、他地域における課題の解決に

つながるか」の観点から評価します。 

  カ）提案事業の創意工夫 

「提案事業の具体的な取組内容やノウハウ・成果等に空き家対策を行う上で課題を

解決する効果が見込まれる創意工夫（全国的に実績は少ないが効果が高いと見込まれ

るものを含む）があるか」の観点から評価を行います。 

なお、テーマ１から３について、その提案事業が募集要領 2.の別紙１に掲載した

【提案が期待される取組】に該当する場合、評価する上で配慮します。 

キ）国の施策への整合性 

以下に示す国の空き家対策に係る考え方に則した取組と認められる場合について

も、評価する上で配慮します。 

・社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 空き家対策小委員会とりまとめ 

   https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000208.html 

・空家等対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案※ 

  https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000160.html 
※ 令和５年６月１４日 公布（公布の日から６カ月以内に施行） 

・空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進（政策パッケージ） 

  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai11/siryou2.pdf 

・空き家を活用した子育て世帯の住まいの確保や子育て環境の整備 

ハード提案部門 

ア）モデル事業の趣旨・目的への適合性 

   「本モデル事業の趣旨・目的を十分に理解しているか」という観点から評価します。 

イ）提案事業の実現可能性 

「提案事業である改修工事や除却工事に係る技術が具体的かつ現実的なものである

か」という観点から評価します。 

ウ）提案事業の効率性 

「提案事業である改修工事や除却工事等の実施による費用対効果が最大限発揮され

るか」の観点から評価します。 

エ）提案事業の持続可能性・発展性 

「提案事業である改修工事や除却工事に係る技術等を今後も自立的に継続・発展さ

せることができるか」という観点から評価します。 

オ）提案事業の波及性 

「提案事業に係る改修工事や除却工事に係る技術等を公表・展開することで、他地域

における課題の解決につながるか」という観点から評価します。 
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カ）提案事業の創意工夫 

「提案事業に係る改修工事や除却工事に係る技術等に課題を解決する効果が見込ま

れる創意工夫（全国的に実績は少ないが効果が高いと見込まれるものを含む）がある

か」という観点から評価します。 

キ）国の施策への整合性 

以下に示す国の空き家対策に係る考え方に則した取組と認められる場合について

も、評価する上で配慮します。 

・社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 空き家対策小委員会とりまとめ 

   https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000208.html 

・空家等対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案※ 

  https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000160.html 

※ 令和５年６月１４日 公布（公布の日から６カ月以内に施行） 

・空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進（政策パッケージ） 

  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai11/siryou2.pdf 

・空き家を活用した子育て世帯の住まいの確保や子育て環境の整備 

 

③ その他 

  提案された事業が、令和３年度または令和４年度の「住宅市場を活用した空き家対

策モデル事業」に採択された事業から継続して行うものである場合、これまでに事業

を実施した事業の成果に対する評価結果を踏まえて、評価を行います。 

  ただし、以下に該当する応募については、評価の対象外とし、採択しない方針です。 

・ 令和３、４年度の「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」に採択された補

助事業者による、過年度と取組内容が同一と判断されるもの 

・ 事業地域は異なっているものの事業内容は同じである取組や別事業者名で応募

（協力会社等で令和３、４年度の補助事業者が名を連ねている等）しているが内

容が同じと判断されるもの 

 令和３、４年度に単年度の取組として応募し採択された補助事業者が、今年度も応

募される際は、取組内容が過年度よりも発展していることを応募書類の中で明確に

記載してください。 

 

④ 採択及び採択の通知 

  評価委員会による評価を踏まえて、令和５年度予算の範囲内で国土交通省において

採択又は不採択を決定します。 

  応募団体に対して国土交通省から選定結果として採択通知あるいは不採択通知を発

出します。また、採択した事業については団体名及びその事業概要を公表します。 

  採択にあたっては、国土交通省又は事務局から個別に事業内容や補助額等について

調整させていただくことがあります。その際、審査結果に基づき、事業内容について一

部変更を求めることがあります。また、必要に応じて資金計画や事業内容に関する資

料を提出していただくことがあります。 

  採択通知の際に、交付申請の手続き等についてお知らせします。補助金の交付を受
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けるためには交付申請等の手続きを行う必要があります。 

 

⑤ 事業採択後の手続き等 

  交付申請の審査～補助金支払の手続については、原則として事務事業・評価事業者

が行います。 

  採択後、交付申請手続の他、中間報告・完了報告等、種々の書類作成・報告等がござ

います。この際、事務局から補助金の交付申請手続きに必要な連絡、確認、指示等を行

う場合がありますので、速やかな連絡等が可能となるようにしてください。書類の提

出が遅れる、書類作成に関する事務局からの指示に従わない、連絡が取れない等、補助

事業者の義務を果たすことが困難と判断された場合、補助金を交付しない場合があり

ます。 

  令和５年１１月頃に、事業の執行状況を確認するための「中間報告」を実施する予定

です。補助金の執行状況やその後の実施計画に応じて、補助金の交付決定額を変更す

る場合があります。 

  原則、補助金の支払は令和６年３月末を予定しておりますが、必要に応じて前金払い

（出来高払い）が可能です。 

 

（3）補助金の交付手続き等 

① 交付申請 

交付申請は、国土交通省及び事務事業者が定める期間に行っていただきます。この交付

申請がなされない場合、採択事業であっても補助金が交付されませんのでご注意ください。 

 

② 交付決定 

 補助金交付申請を受けた後、以下の事項等について審査し、事務事業者が交付決定を行

います。交付決定の結果については、申請者に通知します。 

   ・交付申請の内容が採択された内容に適合していること。 

・補助事業の内容が「住宅市街地総合整備事業制度要綱」「住宅市街地総合整備事業

補助金交付要綱」及び本募集要領の要件を満たしていること。 

・補助対象費用には、他の補助金（負担金、利子補給金並びに適正化法第２条第４項

第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる資金を含む。）の対象費用は含まな

いこと。 

・補助対象経費は、交付決定日以降に発生する経費となりますので、ご注意ください。 

 

③ 計画変更の承認等 

 補助事業者は、やむを得ない事情により、次に掲げる行為をしようとするときは、あ

らかじめ、国土交通省及び事務事業者の承認を得なければなりません。 

・補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合 

・補助事業を中止又は廃止する場合 

 また、事業主体は、やむを得ない事情により、補助事業が予定の期間内に完了しない

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通省及び事
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務事業者に報告し、その指示を受けなければなりません。 

 必要な手続きを行わず、予定していた検証が取り止めになる場合等、計画内容に変更

があり交付決定にした内容と異なるものとなった判断されたものについては、補助対

象となりません。また、既に補助金が交付されている場合には、当該補助金の返還を求

めることがあります。 

 

④ 中間報告・完了実績報告等 

ア）中間報告等 

事業の進捗・交付補助金の執行状況を調査・確認するため、国土交通省及び評価事業

者が実施する中間報告等に協力していただきます。補助金の執行状況やその後の実施

計画に応じて、補助金の交付決定額を変更する場合があります。 

中間報告時に事業の進捗が申請内容と比べて著しく遅延している場合や報告の内容

が不正確かつ具体性に欠ける場合は、完了時までに成果の達成が困難と判断し、補助

金が交付できない場合もあります。 

イ）経費執行実績の報告 

交付決定時の内容及びそれに付した条件どおりに経費の執行が行われているかを確

認するため、報告時点における経費の執行実績を報告していただきます。 

事務事業者が承認していない経費の支払いが行われている場合は、補助金が交付で

きない場合があります。補助事業者は、事務事業者確認後の経費執行実績に基づき、

ウ）完了実績報告時に改めて最終の経費執行実績報告をしていただきます。 

ウ）完了実績の報告 

補助事業者は、補助事業が完了（中止又は廃止を含む。）したときは、補助事業の完

了の日から起算して一箇月を経過した日又は令和６年３月１日（金）のいずれか早い

日までに、完了実績報告書を事務事業者に提出しなければなりません。補助事業者は、

完了実績報告書を事務事業者に提出するにあたっては、当該補助金に係る消費税仕入

控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

りません。 

完了実績報告時には、請求書、領収書、契約書等の写しのほか、「送金伝票の写し

（支払済みであることを金融機関等の第三者による公的に証明できる書類）」等によ

り支払いを確認します。また現金による支払いは、原則、補助対象外となります。 

エ）成果発表 

  補助事業者は、補助事業の実施により得られた成果を広く共有するため、評価事業

者が定める様式等により成果発表資料及び動画を作成し、評価事業者に提出していた

だきます。提出された資料及び動画は、事業周知用のホームページに掲載する等によ

り公開します。 

オ）事業報告 

事務事業者が定める様式により事業報告書を作成し、令和６年３月１日（金）までに

提出していただきます。事業報告書には、事業の効果及び目的（成果指標を含む）の達

成状況に関する事後評価を行い、当該事後評価結果として記載していただきます。ま

た、事業を実施する中で作成したマニュアル等の成果物の写しについても提出してい

ただきます。なお、国土交通省及び評価事業者は、提出された事業報告書等を自由に公
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開できるものとします。 

 

⑤ 複数年度にまたがる工事の場合（全体設計承認手続き） 

  ソフト提案部門のソフト・ハード一体型、ハード提案部門による改修工事や除却工

事等が、複数年度にまたがる場合、初年度の交付申請の前に全体設計承認申請書を、

事務事業者を通じて国土交通省に提出し、あらかじめ各年度の事業計画の承認を受け

る必要があります。 

  各年度の予算の配分の通知は、当該年度の予算成立後に行います。予算の状況等 

により、要望どおりの配分とならない場合もあります。 

 その他、以下の点に留意してください。 

  ・採択後に承認を受けた全体設計及び各年度予算成立後に行われる予算の配分の通

知に従い、交付申請を行ってください。 

  ・翌年度以降の工事については、改めて事業の提案を行う必要はありません。承認

を受けた全体設計に沿って、毎年度交付申請を行ってください。 

  ・承認を受けた全体設計を途中で変更しようとする場合には、速やかに事務事業・

評価事業者を通じて国土交通省に協議を行っていただく必要があります。 

   

⑥ 交付決定の取消、補助金の返還及び罰則等 

 万一、関係規程等に反する行為がされた場合には、住宅市街地総合整備事業制度要綱

第 22 に基づく交付決定の取り消し、補助金の交付の停止、補助金の返還命令、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 29 条から第 32 条までの規定による罰則

措置が講じられることに留意してください。 

 

⑦ 消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還 

  補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書を速やかに国

土交通省に提出しなければなりません。 

  国土交通省は、この提出を受けた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を国に納付させることとします。 

 

⑧ 経理書類の保管 

 補助事業者は、本補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入

又は支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理

し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保存し

なければなりません。 

 

（4）成果物の帰属・活用等 

① 知的財産権の帰属等 

○ 補助事業により生じた知的財産権は、補助事業者に帰属します。ただし、作成した成 

果物についてはホームページ等に公開し、広く一般に無償で提供してください。 

○ その他、提案内容や補助事業によって得られた成果を国土交通省及び評価事業者が



 - 24 -

自らの判断により一般に公開することを妨げないこととします。 

 

② 取得財産の管理 

  本補助事業により取得した財産の所有権は補助事業者に帰属します。ただし、本補

助事業により取得した財産又は効用の増加した財産については、本補助事業の完了後

も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図

らなければなりません。 

  補助事業者は、設計費に係るものを除き、取得価格及び効用の増加した価格が５０

万円以上の物については、補助事業完了後１０年（減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年３月３１日付け大蔵省令第１５号）において耐用年数が１０年未

満のものにあってはその耐用年数）以内に大臣の承認なく、補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことはできません。

なお、大臣の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合には、交付

した補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を返還させることがあります。 

 

③ 情報の公開・活用 

  作成した運用方針、手引き、マニュアル等の成果物についてはホームページ等に公

開し、広く一般に無償で提供する必要があります。（個人情報を除く。） 

  本事業の成果は、全国への展開を図ることを目的としているため、公開した成果物

は全国の空き家対策に取り組む自治体・事業者等にとって、参考となるものに限られ

ます。空き家相談・調査の実施記録等、公開した際に参考とならない活動記録のよう

な作成物は成果物とは認められません。 

  成果物としての要件を満たしていない場合、補助金を交付できない場合があります

のでご注意ください。 

  事業完了後に提出いただく事業報告書は、事務事業・評価事業者が設ける成果報告

用のホームページ及び国土交通省ホームページにおいて公開されます。 

  普及促進を目的に、広く選定事業の成果について紹介するため、シンポジウム、パ 

ンフレット、ホームページ等において、選定事業の内容・報告された内容に関する情

報の公開及び活用を行うことがあります。 

  提案申請書、事業報告書等に記載された内容のうち、事業者の財産上の利益、競争

上の地位等を不当に害するおそれのある場合には、事業者は、事業完了時までに当該

部分を明確にして非公開とすることを書面・メールにて申し出ることができます。当

該申し出があった部分について、申し出の日以降は原則公開いたしません。 
 

④ 事業に関するアンケート・ヒアリングへの協力 

  補助事業者には、事業終了後、当該事業及びその後の状況に関する調査・評価等の

ためのアンケートやヒアリング等へご協力いただくことがありますのでご承知おき下

さい。 

 

⑤ 刊行等 

  補助事業者は、補助事業の結果又はその経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑

誌等に掲載する場合に、補助金による成果である旨を明記することができます。 
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（5）その他補助の条件 

  この募集要領の定めによるほか、補助金の交付等に関しては、次の各号に定めると

ころにより行う必要があります。 

ア）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

イ）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号） 

ウ）国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・建設省令第９号） 

エ）補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和３４年３月１２日付建設省

会発第７４号建設事務次官通達） 

オ）公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和３４年４月１５日

付建設省住発第１２０号住宅局長通達） 

カ）住宅局所管事業の附帯事務費等の使途基準について（平成７年１１月２０日付建

設省住総発第１７２号住宅局長通達） 

キ）建設省所管補助事業における食料費の支出について（平成７年１１月２０日付建

設省会発第６４１号建設事務次官通達） 

ク）住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について（平成１７年９月１

日付国住総第３７号住宅局長通知） 

ケ）住宅局所管補助事業等により取得した財産等の取扱いについて（平成２４年３月

１５日付国住生第１８５号） 

コ）住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成１６年４月１日付国住市第３５０号国土

交通省事務次官通知） 
サ）住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱（平成１６年４月１日付国住市第３５２

号国土交通省住宅局長通知） 

シ）空き家対策総合支援事業事務処理要領（平成２８年３月３１日付国住整第４３号

国土交通省住宅局長通知） 

ス）その他関連通知等に定めるもの 

 


